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公共測量に係る諸手続について 

 

１）兵庫県公共測量作業規程（平成 9年 1月 14日土（建）第 645号） 

・昭和 52 年 7 月 19 日付建設省国地発 130 号により大臣承認 

・昭和 61 年 3 月 25 日付建設省国地発第 185 号により変更承認 

・平成 8 年 8 月 19 日付建設省国地発第 774 号により変更承認 

・平成 14 年 6 月 18 日付国国地発第 367 号により変更承認 

・平成 20 年 12 月 2 日付国国地発第 850 号により変更承認 

 

２）公共測量の対象と主な諸手続の様式 

兵庫県の実施（発注）する測量は、測量業務共通仕様書第 106 条に基づき、「兵庫県

公共測量作業規程」により実施するものとされており、ほとんどの測量が公共測量（測

量法第 5 条）に該当する。 

主な諸手続の様式を次頁以降に示す。その他の手続きが必要な場合や手続きの詳細に

ついては、国土地理院ホームページや「公共測量の手引」（国土地理院）等を参照。 

【参考】公共測量作業適用フロー ※「公共測量の手引」より 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 公共測量に必要な手続を 

行ってください 

基準点等を使用する場合は、測量標及び測

量成果の使用承認申請を行ってください 

その測量は、以下のような測量ですか？（いずれかに該当しますか？） 

●相対的な距離・角度や、面積・体積、局地的な座標などを求めるために行う測量 ※1 

●1/100 万未満の小縮尺の地図を作成（調製）する測量 

●建物に関する測量         ※1 兵庫県公共測量作業規程に基づかない局地的な測量 

は い

は い

いいえ 

いいえ 

は い

いいえ 

測量の規模は、以下の 2 つの条件を両方とも満たしていますか？ 

●測量の中で基準点（電子基準点を含む。）を全く使用しない、 

又は 1 点しか使用しない 

●測量の規模や実施範囲などが限定的である 

✓ ７㎢ 未満の三角、地形、平面測量 

✓ ６km 未満の多角測量 

✓ 10km 未満の水準測量 

その測量は、以下に示す精度よりも低い（悪い）精度で行いますか？ 

●多角測量：座標の閉合比が 1/1000 

●水準測量：閉合差が５㎝√Ｓ（Ｓは路線長で単位は km） 

●地形測量又は平面測量：図上における平面位置の誤差が２mm 

公共測量に該当しません 公共測量に該当します 
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○ ○ ○ ○ 第 ○ ○ ○ ○ 号 

令 和   年   月   日 

 

 

兵庫県知事 様 

 

 

              兵庫県知事 ○ ○ ○ ○  

 

 

公共測量の実施について（通知） 

 

 

○○市内において、下記のとおり公共測量を実施しますので、測量法（昭和24年法律第

188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 作業種類  公共測量（○○ 例：4級基準点測量） 

 

２ 作業期間  令和  年  月  日から令和  年  月   日まで 

 

３ 作業地域  ○○市○○町○○地内  

 

 

 

 

 

 

 

 

照会先：○○県民局（県民センター） 

○○土木事務所○○課 

                    担当 ○○ 

                    直 通 電 話  

                    庁舎間内線  

公共測量実施の公示用様式（法第 14条第１項・第 39条）     【公共測量様式１】 
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                                   第     号 

公共測量実施計画書 
 
 
 測量法第３６条の規定により下記のとおり計画書を提出します。 
 
           年   月   日 
                                                
                                       所在地  
                          測量計画機関  名 称  
                                        代表者                            印 

  国土地理院長 殿 
 

 
測 量 の 目 的 

 
 

 
測 量 地 域 

 
  

 
作 業 量 

 
 

 
測 量 期 間 

 
   年   月   日 から      年   月   日 

 
測 量 精 度 

 
 

 
測 量 方 法 

 
 

使用する測量成果の種類 
及 び 内 容 

 
 

 
基本測量成果入手年月日 

 
 

測量に関する計画者氏名 
及び測量士登録番号 

 
 

 
 
測 
量 
作 
業 
機 
関 
 
 

 
名      称 

 
 

 
測量業者登録番号 

 
 

 
代 表 者 の 氏 名 

 
 

 
所 在 地 

 
 

主任技術者氏名及び 
測 量 士 登 録 番 号 

 
 

 
作 
業 
規 
程 
 

 
書 類 提 出 年 月 日 

 
 

 
承 認 年 月 日 

 
 

 
承 認 番 号 

 
 

測量標・測量成果の使用 

承認申請書提出年月日 

 

 

 

備          考 

 

 

   記載要領 

    ① 測量地域欄は、別に地形図を用い、当該測量の測量成果及び当該測量にお 

      いて使用する測量成果の位置関係等を表示すること。 

       ② 作業量欄は、当該測量の測量成果を記入すること。 

       ③ 測量方法欄は、測量の方法、使用する主な機器等を具体的に記入すること。 

       ④ 備考欄は、測量計画機関担当者の氏名、所属、電話番号等を記入すること。 

【公共測量様式２】 
（国土地理院様式） 



 

4 

 

 第     号  

                             測 量 標 
                                の使用承認申請書 
                       測量成果 
 
            ２６ 
   測量法第  条の規定により下記のとおり申請します。 
            ３０ 
 

              年   月   日 

                                        申請者  住 所  

                                                  氏 名                         印  

   国土地理院長  殿 
 

  使用目的又は当該測量の種別 

 

 

 

  測 量 地 域 

 

 

 

  使 用 期 間 

 

 

使用する測量成果の種類及び内 

○容 

 

 

 

○測 量 精 度 

 

 

 

  使 用 方 法 

 

 

 

×使用する測量標の種類及び所在  

 

 

×使用する測量標の上方に測標等 

を設ける場合はその所在 

 

 

 

○完 成 図 の 縮 尺 及 び 名 称 

 

 

測 

量 

計 

画 

機 

関 

 

名         称 

 

 

 

代 表 者 の 氏 名 

 

 

 

所    在    地 

 

 

 

測 

量 

作 

業 

機 

関 

 

 

名         称 

 

 

 

×測量業者登録番 号 

 

 

 

代 表 者 の 氏 名 

 

 

 

所    在    地 

 

 

 

○成 果 入 手 年 月 日 

 

 

 

  公共測量実施計画書提出年月日 

 

 

 

  備            考 

 

 

記載要領 ① ×印欄は法第２６条、○印欄は法第３０条に規定する申請の場合にのみ記載すること。 
        ② 使用方法欄は、測量（地図編集等を含む。）作業の方法を詳しく記載すること。 

 

【公共測量様式３】 
（国土地理院様式） 
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 第    号  

                                                                      年  月  日 

       

       

           国土地理院長 殿 

       

       

    印   

       

       

公共測量成果等の提出について 

       

       

                  年  月  日付け      公第  号で助言を受けた公共測量実施 

       計画書に基づく測量成果を得たので、測量法第 40条第１項に基づき下記 

       のとおり提出します。 

       

記 

       

                成果品の名称 

             

         内訳 

 

 

  

【公共測量様式４】 
（国土地理院様式） 
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○ ○ ○ ○ 第 ○ ○ ○ ○ 号 

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

 

 

兵庫県知事 様 

 

 

             兵庫県知事 ○ ○ ○ ○ 

 

 

測量標の設置（通知） 

 

 

令和○年○○月○○日付け○○○○第○○○○号で通知した公共測量の実施に伴い、別

紙のとおり永久標識（一時標識）を設置したので、測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第

39 条において準用する同法第 21 条第１項の規定に基づき通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会先：○○県民局（県民センター） 

○○土木事務所○○課 

                    担当 ○○ 

                    直 通 電 話  

                    庁舎間内線  

 

 

 

 

 

 

永久標識等設置の通知・公表（法第 21条第１項・第 39条）  【公共測量様式５－１】 
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測
 量

 標
 設

 置
 位

 置
 通

 知
 書

 

  
  

  
  

  
  

  
  
○

 
○

 
点

 
所
在
地

 
地
目

 
標
識

 
設
置
年
月
日

 
備
考

 
級

 
番
号

 
名
称

 
種
類

 
番
号

 

１
 

１
 

○
○

 
 
○
○
県
○
○
郡
○
○
町
○
○
番
地

 
山
林

 
標
石

 
１

 
令
和
○

.○
.○

 
 

 

１
 

２
 

○
○

 
 
○
○
県
○
○
郡
○
○
町
○
○
番
地

 
山
林

 
標
石

 
２

 
令
和
○

.○
.○

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
公
共
測
量
様
式
５
－
２
】
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○ ○ ○ ○ 第 ○ ○ ○ ○ 号 

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

 

 

兵庫県知事 様 

 

 

                 兵庫県知事 齋 藤 元 彦  

 

 

公共測量の終了について（通知） 

 

 

令和○○年○○月○○日付け○○○○第○○○○号で通知した公共測量（○級基準点測

量） は、令和○○年○○月○○日終了しましたので、測量法（昭和24年法律第188号）第

39条において準用する同法第14条第２項の規定に基づき通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会先：○○県民局（県民センター） 

○○土木事務所○○課 

                    担当 ○○ 

                    直 通 電 話  

                    庁舎間内線 

 

公共測量終了の公示用様式（法第 14条第２項・第 39条）    【公共測量様式６】 


